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新しい営業許可・届出制度が始まります！新しい営業許可・届出制度が始まります！
宮城県

改　正　前

●平成30年の食品衛生法の改正により、 営業許可業種が見直されました。
●営業届出制度が創設され、許可業種及び届出不要業種以外の営業者は保健所（支所）に届出
を提出することになりました。
●新しい制度は、令和 3年 6月 1日から始まります。
●かきの処理に関する取締条例及び食品衛生取締条例は廃止されます。

①飲食店営業
②調理機能を有する
　自動販売機により食品を
調理し，調理された食品
を販売する営業
③食肉販売業
④魚介類販売業
⑤魚介類競り売り営業
⑥集乳業

⑦乳処理業
⑧特別牛乳搾取処理業
⑨食肉処理業
⑩食品の放射線照射業
⑪菓子製造業
⑫アイスクリーム類製造業
⑬乳製品製造業
⑭清涼飲料水製造業
⑮食肉製品製造業

営業者

飲食店営業、菓子製造業、乳類販売業、そうざい

製造業など 34業種

食品衛生法の許可業種

かき処理場、かき処理業者

かきの処理に関する取締条例
（宮城県独自）の許可等業種

つけ物加工業、魚介類加工業、うにほやのむき身

処理加工業、行商

食品衛生取締条例（宮城県独自）
の登録業種

（例）野菜果物販売業、運搬業、瓶詰・缶詰食品の

販売業など

許可・登録等が不要な業種

令和3年 6月1日以降

営業者

飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、冷凍食品

製造業、漬物製造業など 32業種

A 食品衛生法の許可業種

食品の輸入業、貯蔵業（冷凍・冷蔵倉庫業を除く）・

運搬業、常温で長期間保存可能な包装食品の販売業など

C 届出が不要な業種

※1：営業者には含まれませんが、届出の規定が準用されます。

( 例 ) 弁当販売業、野菜果物販売業、

　　  米穀類販売業、健康食品製造業、

　　  海藻加工業、集団給食施設（1回 20食

以上）※1 など

B 食品衛生法の届出業種
A 食品衛生法の許可業種
C 届出が不要な業種　
以外の営業
・・

食中毒の

リスク等を

考慮して

整理

高

低

公
衆
衛
生
へ
の
影
響

⑯水産製品製造業
⑰氷雪製造業
⑱液卵製造業
⑲食用油脂製造業
⑳みそ又はしょうゆ製造業
㉑酒類製造業
㉒豆腐製造業
㉓納豆製造業
㉔麺類製造業

㉕そうざい製造業
㉖複合型そうざい製造業
㉗冷凍食品製造業
㉘複合型冷凍食品製造業
㉙漬物製造業
㉚密封包装食品製造業
㉛食品の小分け業
32添加物製造業

食品等事業者の皆様へ

A　食品衛生法の許可業種（令和3年6月1日～）
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届出

届出

届出

届出

営業許可制度の見直し営業許可制度の見直し

《 主な業種の再編イメージ 》

《 経過措置の概要 》

　→液卵製造業、水産食品製造業、漬物製造業等を新たな許可業種として設定
　→現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ
　　（例：乳類販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部、氷雪販売業など）

●食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、許可業種
が再編されました。

　→例１：菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業や
飲食店営業の許可は不要

　→例２：食肉製品製造業の許可を受けた施設で食肉又は食肉製品を使用したそうざいを
製造する場合、そうざい製造業は不要

●一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されました。

　→例：みそ製造業と醤油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」へ

●飲食店営業などの法の許可を受けており、令和 3年 6月 1日以降も営業する場合
　　→許可の有効期間の満了までに、新たな許可制度に基づく新規の許可を受ける必要があります。
●令和 3年 6月 1日時点で法の許可を受けておらず、新設される許可に該当する営業を行っている場合
　　→令和 6年 5月 31日までに、新規の許可を受ける必要があります。

●原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。

飲食店営業

喫茶店営業

菓子製造業

あん類製造業

みそ製造業

醤油製造業
缶詰又は瓶詰
食品製造業

ソース類製造業

そうざい製造業

食品の冷凍
又は冷蔵業

【改正前】

再編

新設

新設

再編

新設

再編

新設

再編

新設

飲食店営業
調理機能を有する
自動販売機

菓子製造業

みそ又はしょうゆ
製造業

密封包装食品
製造業

そうざい製造業

複合型
そうざい製造業※2

冷凍食品製造業

複合型
冷凍食品製造業※2

【令和 3年 6月 1日以降】

氷雪販売業

乳類販売業

食肉販売業

魚介類販売業
魚肉ねり製品
製造業

県独自の許可　　　　　
かき処理場

県独自の登録　　　　　
魚介類加工業
県独自の登録　　　　　
うにほやのむき身
処理加工業

県独自の登録　　　　　
つけもの加工業
県独自の登録　　　　　
魚介類の行商

【改正前】

液卵製造業

食品の小分け業

食肉販売業

水産製品製造業

魚介類販売業

漬物製造業

【令和 3年 6月 1日以降】

　　　　　　　※2：HACCPに基づく衛生管理の実施を前提とします。
　　　　　　　※3：専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業。
▶取扱食品、製造工程、営業形態などによってはこのとおりにならない場合があります。

届出

届出

届出

冷蔵品
，はち

みつ，

食酢等

包装のみ※3
包装のみ

漬魚
，塩
辛等
の

製造
等

切り身
加工等

食品の冷
凍又は

冷蔵倉庫
業
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営業届出制度の創設営業届出制度の創設

A  食品衛生法の許可業種　と　C  届出が不要な業種　以外の営業を営んでいる営業者が届出の
対象となります。

・・

販売業
（例）届出が必要な業種

《 届出が必要な業種 》

《 許可及び届出の違い 》

●原則、全ての食品等事業者に HACCP に沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、営業許可
の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の業種を除き、管轄の保健所（支所）に届出を
する必要があります。
●届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する
情報、食品衛生責任者の氏名などです。
●届出施設は、「食品衛生責任者の設置」と「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。
●同一施設で既に営業許可を受けている施設の食品営業者についても、届出が必要です。

●魚介類販売業（包装のみ※3）
●食肉販売業（包装のみ※3）
●乳類販売業
●氷雪販売業
●弁当販売業
●野菜果物販売業
●米穀類販売業
●通信販売・訪問販売による販売業
●コンビニエンスストア
●百貨店
●総合スーパー
●自動販売機による販売業

１　食品又は添加物の輸入業
２　食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする
営業（食品の冷凍又は冷蔵倉庫業を除く。）

３　常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他の品質の劣
化により食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装
食品の販売業

４　器具・容器包装（合成樹脂製以外）の製造業
５　器具・容器包装の輸入又は販売業

製造・加工業
●いわゆる健康食品の製造・加工業
●農産保存食料品製造・加工業
●調味料製造・加工業
●糖類製造・加工業
●精穀・製粉業
●製茶業
●海藻製造・加工業
●卵選別包装業

調理業
●コップ式自動販売機（自動洗浄・
　屋内設置）

その他
●食品の冷凍又は冷蔵倉庫業
●魚介類の行商
●器具、容器包装（合成樹脂製）
　の製造・加工業
●集団給食施設（1回 20食以上）※1

C 届出が不要な業種（令和3年6月1日～）

《 経過措置の概要 》
●令和3年 6月 1日時点で届出が必要な営業を営んでいる場合
　　→令和 3年 6月 1日から 6 ヶ月以内（令和 3年 11月 30日まで）に届け出る必要があります。
●令和 3年 6月 1日時点で法の許可を受けており、届出に移行する場合
　　→令和 3年 6月 1日に届出を行ったとみなされるため、新たな届出は不要です。

許
可
届
出

施設基準

手数料
更新手続き
変更、廃業の届出

○：適用あり、基準の遵守が必要

食品衛生責任者の設置
衛
生
管
理
の

　
　
　
　
基
準 HACCPに沿った衛生管理

○　－

○　－
○　－
○　○

○　○

○　○
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施設基準の改正施設基準の改正

食品衛生法施行条例
別表第2（各営業に共通する基準）

●営業許可業種の見直しに合わせて、施設基準が改正されました。
●新しい施設基準については、令和 3年 6月 1日から適用されます。 　

新しい衛生管理の基準（　　　　  ）新しい衛生管理の基準（　　　　  ）HACCPに沿った
衛生管理の制度化
HACCPに沿った
衛生管理の制度化

●　A  食品衛生法の許可業種　及び　B  食品衛生法の届出業種　に該当する営業者は、食品衛生法
施行規則に定める「一般的な衛生管理に関する基準」及び「HACCP に関する基準」に従い、次の
とおり公衆衛生上必要な措置を定め、遵守することが求められます。

（一部抜粋）・従事者の手指を洗浄及び消毒をする装置を備えた必要な数の流水式手洗い設備を有すること、並びに水栓は洗浄後の手
指の再汚染を防止できる構造であること。

別表第 3（営業ごとの基準）
（一部抜粋）・魚介類販売業
　　　　　　生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。　　　　　
　　　　　・そうざい製造業
　　　　　　原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること（室を場所とする場合にあっ

ては、作業区分に応じて区画されていること。）。

別表第 4（生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る基準）
（一部抜粋）・生食用食肉の加工又は調理をする施設
　　　　　　生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。
　　　　　・ふぐを処理する施設
　　　　　　除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。

《 新しい施設基準※4 》

《 詳しくはこちらをご覧ください。 》

　許可を取得する場合は、原則「各営業に共通する基準」に適合していることに加え、業種に応じた「営業ごとの基準」にも適合
している必要があります。更に、生食用食肉やふぐを取り扱う施設については、それぞれの基準に適合する必要があります。

※4：令和 3年６月１日時点で法の許可を受けている場合は、許可の有効期間の満了までに新しい施設基準に適合する必要があります。

衛生管理計画を作成
○一般衛生管理
○HACCP

衛生管理計画及び手
順書の効果を検証し
見直す

必要に応じ
手順書を作成

衛生管理の
実施状況を
記録し保存

宮城県環境生活部食と暮らしの安全推進課


